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第１章 概要 

1．建物概要及び工事概要 

（1） 建物概要 

① 建物名称 大阪産業技術研究所 森之宮センター 

② 所在地 大阪市城東区森之宮１丁目６番 50 号 

③ 竣工年月 1981 年 

（2） 工事概要 

 本工事は、大阪産業技術研究所森之宮センター（以下「研究所」という。)3、4 階

一部のファンコイルユニット計 27 台を更新するもので、既設機器の撤去、新設機器の据

付、配管工事、電気工事ならび付帯工事の一切を行うものである。 

① 工事名称 3、4 階ファンコイルユニット更新工事 

② 発注者 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 

③ 工 期 契約締結日 ～ 2026 年 3 月 31 日 

※土日祝及び可能な平日（9 時～17 時） 

④ 工事主要項目 （見積作成時も下記構成に準ずる） 

天吊り型ファンコイルユニット更新 

・機器（ファンコイルユニット）                27 台 

・機器据付工事（各バルブ、スイッチ 19 個、サーモ 18 個を含む）   一式 

・機器電気工事（電動二方弁等必要な部品）      一式 

・撤去処分                            一式 

 



（3）一般仕様 

  本工事業務は、本仕様書に基づくほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

の公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和４年版（以下「標準仕様

書」という）、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事）令和４年版（以下

改修標準仕様書」という）国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の 

公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）令和４年版（以下「標準図」とい 

う）による。 

（4）特記仕様 

  ①工事実績情報 

   ・請負金額 500 万円以上のものは工事実績情報登録を行うこと。 

  ②施工条件 

・既存の配管をそのまま流用するため、配管を延⾧し本体を約 300mm 程度前方に

設置すること。 

・401 室は既存の配管を分岐し、600 サイズ１台から２台に増設すること。 

・施設を使用しながらの工事となるため研究所監督者と施工の順序、工程表について 

綿密に調整を行うこと。 

   ・冷温水（往、還）配管のボールバルブは契約締結後、中間期の間（１０月初旬 

～１１月中旬頃）に取付けること。（水抜き及び水張り作業は発注者で行う） 

   ・配管の保温外装は合成樹脂製カバー、保温化粧ケース等とする。 

   ・仕様書に記載されていない作業、項目等が発生した場合でも機能上必要と思われ

るものは、受注者の責任において処理すること。 



 

  ③機材の品質等 

   ・機器類の能力及び容量等は既設機器の数値と同等及びそれ以上とする。 

   ・製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 

・法令等で定める許可、認可、認定を取得していること。 

・安定的な供給が可能であること。 

・生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 

・品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 

・完了後はメンテナンスのためのデータ及び操作方法等を提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2 章 一般事項 

1．基本原則 

本工事は、工事請負契約書、本仕様書、図面、標準仕様書、改修標準仕様書、標準

図に基づき、研究所監督者の指示に従って完全に施工し、引渡さなければならない。 

本仕様書及び図書は設計基準を示すものであるので、施工にあっては十分検討を行って

施工図を作成し、研究所監督者の承諾を受けたのち製作及び施工すること。 

2．工程管理 

 工程管理は、研究所の運営に十分配慮して工程計画を立て、業務に支障をきたすこと

なく現場施工にあたること。 

3．完成図書の作成 

 工程表、工事打合わせ簿、工事写真、試験成績書、機器取扱説明書等書類一切を

製本し、完成図書として提出すること。 

（1）提出部数    2 部 

（2）用紙       A3 及び A4 

（3）図面の CAD 化  本工事により作図した場合は CAD 化し、jww 形式にて提

出すること。 

（4）その他研究所監督者が指示する書類 

 

4．安全管理 

請負者は、常に安全を第一に考え、関係法規を遵守し余裕をもった施工計画を作成し

充分な安全管理を行うこと。 



 

5．現場発生品処理 

請負者は、本工事の施工により発生する現場発生品（撤去品）処理にかかる諸手続

き等、関連法規を遵守し受注者の責務において適切に処理すること。 

6．暴力団排除について 

請負者は、契約の履行にあたっては暴力団関係者等から不当な要求を受けた場合は、

警察へ届出及び研究所への報告（以下「届出等」という。）をしなければならない。 

また、契約者は下請業者が暴力団関係者等から不当な要求を受けた場合は、届出等

を当該下請業者に指導しなければならない。届出等がない場合は参加停止をすることがあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第3章 空調機（ファンコイルユニット） 

1．更新機器概要 

（1）本件で設置するファンコイルユニットの概要は下記のとおりとする。 

【3 階】 

サイズ メイン（単独） 連動 計 

600 6 4 10 

800 3 3 6 

計 9 7 16 台 

【4 階】 

サイズ メイン（単独） 連動 計 

600 5 2 7 

800 3 1 4 

計 8 3 11 台 

本体にはそれぞれ以下の部品を有すること。 

①フィルター 2 枚（予備 1 枚を含む） 

②操作スイッチ（連動機を除く） 

③電動 2 方弁 20A×2 個 

④ボール弁 20A×2 個 

⑤ドレンホース 軟質ビニール 

⑥ゲートバルブ 32A×2 個 

⑦フレキシブルチューブ 20A×2 本 

 



2．既設ファンコイル概要 

（1）天井吊露出型  

（2）三菱ヨーク㈱ FC-600-CE、FC-800-CE 

（3）電源 100V 

（4）吹出口 風向調整グリル 

（5）操作スイッチ 3 段階 

（6）冷温水配管（往、還） PT3/4（メネジ） 

（7）ドレン配管 PT3/4（オネジ） 

（8）FC-600-CE （冷房能力 5.0kW、暖房能力 5.7kW） 

（9）FC-800-CE （冷房能力 6.8kW、暖房能力 7.6kW） 

3．留意事項 

（1）契約締結後ファンコイル本体納入までに各機器の冷温水（往、還）配管へバ

ルブを取付け、本体が入荷次第順次更新を行うこと。 

  （2）予備フィルターを各台数分用意すること。 

（3）更新機種は上記と同等品もしくはそれ以上の能力を有するもの 

※「同等品」とは性能、高さ・幅・奥行き等も同程度であること（既設機器の現設

置場所付近に設置できること） 

（4）本仕様書に疑問が生じた場合は、両者協議のうえ定めるものとする。 
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施設名称 大阪産業技術研究所 森之宮センター

所在地 大阪市城東区森之宮１丁目６番50号

電話番号 06-6963-8003

工事内容 本工事は空調設備改修工事を行うものである。

一般事項 1.本工事は研究所運営中の工事であり、諸事業により作業時間・作業場所・工事騒音・その他規制が予想されるため、事前に監督職員と十分協議の上施工すること。

2.工事の着手に先立ち現場確認及び実測を行うこと。その結果、工事が困難もしくは不都合が生じた場合は監督職員に通知すること。

3.既設建築物及び設備等に傷をつけないよう注意し、万一破損した場合は速やかに原型復旧すること。

4.本工事に伴う関係法令及び法規による手続きが必要な場合は速やかに行い、その費用も本工事に含むものとする。

5.安全対策については、現場の状況に応じて適切な方法を講じること。

6.受注者は保護帽を着用のこと。また腕章や名札等により工事関係者であることを明確にすること。

7.工事車両駐車場及び資材置き場については、監督職員と協議のうえ決定し使用後は現状に復旧すること。

8.車両入場において、研究所または施設周辺道路の規制等を遵守し、工事車両の進入及び工事に際し近隣および研究所または施設利用者等の安全について十分に注意すること。

9.別工事の関連する工事との施工時期及び施工の取合い等は、別途契約受注者と十分な打合せをすること。

10.研究所が他受注者と別途契約した工事と本工事が重複する場合においては、それぞれの工事の妨げとならないように相互に配慮し協力すること。

工事期間中に研究所や施設利用者が使用する範囲での施工について（注意事項）

研究所で平日または夜間、休日等に施工する場合など、工事範囲と使用する範囲が重なる工事においては、特に安全管理の徹底を図り、以下の点について留意すること。

1.高所や天井などに取り付ける資機材については落下の危険性に特に注意すること。

2.仮囲いなどは容易に開閉ができないようにすること。

3.作業終了後には、工具や資機材を施設利用者が使用する範囲内に残置しないこと。また、機器・配線・配管等を仮止めや半固定の状態で残置しないこと。

特記事項

1.室内作業の支障となる机・椅子・棚等は本工事で一時撤去を行い、作業完了後はもとの位置に戻すこと。また研究機器・パソコン・プリンタ等の移動は、研究所職員と十分な

   打合せのうえ移動を行う。

2.室内工事前は十分な養生を行い、作業後は養生撤去のうえ周辺の清掃を行うこと。

3.本工事に伴う関係法令及び法規による手続き（申請書類及び図面等の作成一式）は速やかに行い、その費用は本工事費に含む。

4.工事車両の進入及び機器搬入については、施設周辺道路の規制等を遵守し関係法令及び法規による手続きは速やかに行い、その費用は本工事費に含む。

5.本工事は機器の更新につき一次側配管及び配線は既設再利用で切断と接続を行い、改修が必要な場合は監督職員と協議のこと。

6.機器への一次側電源接続及び切離しは本工事にて行うこと。また、その工事を行うものは有資格者とする。

7.工事工程についてはエリアごとの実施工程表を作成し、施設関係者及び監督職員の承諾を得たうえで施工を行うこと。

工 事 概 要


